
 
  

6月一時金、本日支給されます！ 
 ６月27日に中央委員会が開催され、あゆみ速報№4832でお伝えした仮妥結の内容

で承認されました。本日30日に6月一時金が支給されます。以下の支給算式から評価

反映率を確認しましょう。組合員の方々には、評価反映率を簡単にチェックできるシ

ートを準備しておりますので、ぜひご活用下さい。１～５級、６級総括主査、常勤職

員及び臨時職員以外の組合員の方は、組合までお問い合わせ下さい。 

○支給算式 

【一般職員】（１～５級、６級総括主査） 

｛(本給×1.9月×評価反映率)＋6,500円×扶養手当人数＋53,604円＋職務別加算｝ 

※職務別加算 ＝｛本給×(１＋地域調整手当の支給割合）｝×加算率×1.9月 

地域調整手当の支給割合：東京特別区0.06、その他の地区は0.03 

加算率 ：3級以下：0  4,5級：0.05  6級：0.1 

※評価反映率  S:1.05  A:1.03  B:1.00  C:0.97  D:0.95 

【常勤職員】 

(本給×1.9月＋6,500円×扶養手当人数＋14,761円) 

【臨時職員】 

2010年（平成22年）12月2日から2011年（平成23年）6月1日までの期間において 

(1)出勤日数 20日以上 40日未満の者 ： 本給日額の 7日分 

(2)出勤日数 40日以上 70日未満の者 ： 本給日額の13日分 

(3)出勤日数 70日以上 100日未満の者 ： 本給日額の15日分 

(4)出勤日数 100日以上の者  ： 本給日額の17日分 

（注）臨時用員就業規則に定める年次休暇及び特別休暇は、出勤とみなす。 
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裏面に、2011年原水爆禁止国民平和大行進・茨城県内日程及びコース表を載せてあ

ります。お近くを通る時は、ぜひ一緒に行進して下さい。ご協力をお願いします。 
 

原研労組に加入し、労働条件の改善と働きがいある職場を、ともにめざしましょう。  URL http://orange.zero.jp/genkenrouso.wing/  E-mail genkenrouso@muse.ocn.ne.jp  （ 内線Tel. 81-5413, 81-5414 ） 

原研労組中執ニュース 

原子力平和利用三原則－公開・民主・自主－を守ろう 回 

覧 日本原子力研究開発機構労働組合 
〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4  Tel. 029 (282) 5413, 5414  Fax. 029 (284) 0568 No.4833(62-36) 

2011.6.30（木) 

本日6月30日で、第62期中央執行委員会の任期が終了します。 

組合員のみなさんのご協力と奮闘に感謝いたします。 

 

今期の最大の出来事は、3 月 11 日の東日本大震災とそれに伴う福島第一原発

事故です。茨城では職員も原子力機構自体も被災する中で、大変な思いをしなが

ら、施設の安全確保に多くの方が奮闘されました。組合活動も一時的に停止せざ

るを得ない状況にも陥りました。福島原発事故対応では、外部への支援を含め

て、大勢の職員が従事しています。 

労組として「福島原発事故対応を最優先にすること。組織的な対応ができるよ

うにすること。従来の業務に軽重をつけざるを得ないので、検討すること。」を

機構に要求してきました。来年度の概算要求では、大幅な組織再編を行い、福島

原発事故に対応していくという方針が理事長から示されました。今年度について

も来年度を見据えてできることから組み替えていくものと考えられます。 

今回の原発事故を受けて、原子力の公的機関として、原子力機構が重要な役割

を果たすことが国民から求められており、理事長の出した方向性は当然のことと

受け止めます。しかし、従来からの業務や施設の運転はどうするのか、組織はど

うなるのか、予算はどうなるのか、人員配置はどうするのか、様々な課題が控え

ています。労組として、より一層の活動が求められていることは間違いありませ

ん。 

7 月 1 日から始まる第 63 期中央執行委員会では、これらへの対応が、第 1

の課題となります。国会では国家公務員の賃金を、人事院制度を無視して削減し

ようという動きもあります。様々な困難や厳しさが待ち構えているからこそ、労

働組合の真価が問われることになります。 

新しい執行委員会に対しても、 

組合員のみなさんのご支援、ご協力をお願いいたします。 

分会長が交替した場合は、組合事務所へご連絡下さい！ 

各分会では分会長の交替が予定されていることと思います。 

分会体制を確立し、労組の組織強化のため組合員拡大等に取り組みましょう。 



【 あゆみ速報 No.4833 (62-36) 2011.6.30 】 

 

 


